
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

二
九
三
ペ
ー
ジ
改
正
後
欄
一
行
目
か
ら
二
九
四
ペ
ー
ジ

改
正
後
欄
終
り
か
ら
一
行
目
及
び
二
九
三
ペ
ー
ジ
改
正
前

欄
一
行
目
か
ら
二
九
四
ペ
ー
ジ
改
正
前
欄
終
り
か
ら
一
行

目
ま
で
の
各
行
は
、
い
ず
れ
も
縦
書
き
と
す
る
。

二
九
九

改
正
後
欄

終
り
か
ら
一
六 大

腿
骨
顆
部

大
腿
骨
顆 か

部

三
〇
六

〃〃

五顆 か

上
懸
垂
式

顆
上
懸
垂
式

三
一
〇

改
正
後
欄
二
一10200



円

10200円






三
一
四

〃終り
か
ら八肩

吊 つ

り
帯

肩

吊 つ

り帯

〃

〃〃

六横
吊 つ
り帯

横



吊 つ
り帯

三
二
二
ペ
ー
ジ
改
正
後
欄
備
考
欄
中
四
行
目
の
次
に
次

を
加
え
る
。

（
削
る
）

三
二
二

改
正
後
欄

採
型
区
分

欄
中

四 Ａ

４

Ａ

４

三
七
六

〃耐用
年
数

欄
中

二 ４
４



三
九
三
ペ
ー
ジ
改
正
前
欄
表
中
終
り
か
ら
九
行
目
か
ら

六
行
目

（
新
設
）

「

」
は

「

」
の
誤
り
。

三
九
七
ペ
ー
ジ
改
正
前
欄
表
中
終
り
か
ら
四
行
目
か
ら

一
行
目

「

」
は

「

（
新
設
）

」
の
誤
り
。

四
〇
六

改
正
前
欄
一
七円

円



四
一
八

改
正
後
欄

終
り
か
ら八
行
頭
を
一
字
下
げ
る
。

令和年月日 火曜日 第号官 報
優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
二
千
百
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ
ｓ
ｔ
ｙ
ｌ
ｅ
２
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
六
千
八
百
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

ジ
ャ
パ
ン
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
３
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
六
億
五
千
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日

掲
載
頁

一
一
八
頁
（
号
外
第
二
一
四
号
）

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
六
番
一
一
号
ア
ー
ス

タ
ッ
ク
ス
税
理
士
法
人
内

ホ
ワ
イ
ト
ベ
ー
ス
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
十
四
億
千
六
百
四
十

万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日

掲
載
頁

一
一
九
頁
（
号
外
第
二
一
四
号
）

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
六
番
一
一
号
ア
ー
ス

タ
ッ
ク
ス
税
理
士
法
人
内

シ
ー
ド
特
定
目
的
会
社

取
締
役

壽
命

正
晃

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
五
千
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
ik
ei -h
o
m
e.co
m
/a
x
ess/0040/in

d
ex
.

h
tm
l

に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

N
S
Y
o
k
o
h
a
m
a
In
v
estm

en
t 特
定
目
的
会
社

取
締
役

長
尾

誠

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
九
千
六
十
六
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
令
和
七

年
十
月
三
十
一
日
付
官
報
号
外
第
二
四
二
号
の
一
八
六
頁

に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号
泉
ガ
ー
デ

ン
タ
ワ
ーＬ

ｉ
ｆ
ｅ
ｓ
ｔ
ｙ
ｌ
ｅ
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
九
十
三
億
三
千
五
百

十
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
て
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
九
日

掲
載
頁

六
十
三
頁
（
号
外
第
一
〇
三
号
）

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
二
番
三
号
丸
の

内
仲
通
り
ビ
ル
六
階

A
R
C -C
a
p
ita
L
a
n
d
T
w
o 特
定
目
的
会
社

取
締
役

渡
邉

明
彦

債
権
申
出
の
公
告
（
第
三
回
）

当
基
金
は
、
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
一
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
令
和
七
年
十
月
一
日
解
散
の
認
可
が

あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
の
で
、
当
基
金
に
債
権
を
有

す
る
者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
十
月
二
十

七
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
排
斥
し

ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

兵
庫
県
神
戸
市
東
灘
区
住
吉
本
町
一
丁
目
三
番
一

九
号

コ
ー
プ
こ
う
べ
企
業
年
金
基
金

清
算
人

山
下

信
孝

訂
正
公
告

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日
（
号
外
第
一
九
六
号
）
掲
載

の
新
設
分
割
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
新
設
分

割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
リ
リ
ー
コ
レ
ー
ル
の
住
所

「
千
葉
県
成
田
市
花
埼
町
八
二
八

一
一

一
一
〇
六
」

と
あ
る
は
「
千
葉
県
成
田
市
花
崎
町
八
二
八

一
一

一

一
〇
六
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

千
葉
県
匝
瑳
市
上
谷
中
二
二
一
九

九

株
式
会
社
ジ
オ
テ
ク
ノ
・
ジ
ャ
パ
ン

代
表
取
締
役

窪
田
ま
さ
る

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
（
号
外
特
第
二
十
七
号
）
こ

ど
も
家
庭
庁
・
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
号
（
補
装
具
の
種

目
、
購
入
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
基

準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）
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